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会津地方における豪雪被害に対する要望について

令和 7年 2月 4日 からの大雪により、福島県内の3市 11町 5村に災害救助法の
適用が決定されました。

今回の記録的な大雪で、死者は2人、重軽傷は29人に上りました。また、農業
用ハウスの倒壊などの被害は、会津地方の12市町村で確認されています。
3月 2日 、社会民主党福島県連合は会津地方の豪雪被害の現地調査を実施しまし

た。

喜多方市議会議員の案内で喜多方市での民家の屋根の崩落やリンゴの枝折れの現

地調査。会津坂下町議会議員及び会津坂下町職員の案内による農業用ハウスの倒壊

の現地調査。会津若松市議会議員の案内で会津若松市内の 3か所の農業用ハウスの

倒壊やブドウ畑等及び都市部でも道路等の除排雪が進まない状況を確認しました。

引き続き、市町村の被害の実態把握に努めるとともに、市町村支援を継続し、被

災住民の一日も早い生活再建と被災地域の復旧にむけ下記の要望を提出しますので

よろしくお願いします。

記

1 家屋等の被害に対する取 り壊 し及び修繕の必要な補助等早急な支援対策を図る
こと。

2 被災された空き家により、道路への往来障害、隣家への損害などに対する補助
制度を講ずること。

3 今般の豪雪では、会津地方市町村の除排雪体制が脆弱で市民生活に大きな影響
を及ばしたので、県においても市町村 と連携 し―た除排雪体制の整備を図ること。

4 納屋や蔵等の建築物に対しても、家屋と同様の補助等の対応を図ること。
5 農業用ハウスの被害に伴 う、アスパラガス等の半促成栽培ハウス及び水稲用ビ
ニールハウスなど、喫緊に必要な資材購入の補助を講ずること。また、資材不足

が懸念されるので、その対応を講ずること。

6 今後、雪解けが進むにしたがって、農地・農業用施設等への被害が明らかにな
ると推測されるので、その復旧工事に万全を期すこと。特に、 2022年 8月 豪
雨災害時に被災した農地及び水路等にも被害が想定されるので、その復旧工事に

も万全を期すこと。



7 果樹の枝折れに対する技術的指導及び切除に対する農薬の補助、倒木による被
害については、更新するための新たな幼木購入の補助を図ること。

また、積雪が残っている現状では現地実態把握が困難であるため、融雪後に改

めて現状を把握し対応を講じること。

8 高齢者世帯及び単身世帯等の除排雪支援については、そのおかれている状況の
いかんにかかわらず市町村と連携して支援体制が整備されるよう対策を講ずるこ

と。


